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一
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安
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条
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一
項
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工
事
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告規
模
小
売
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五
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岸
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こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か

う
。
）
」
に
改
め
、
別
表
第
八

め
、
同
表
の
１
の
四
の

の
表

「
規
格
」
に
改
め
、
別
表
第
八

め
、
同
表
の
２
の
一
の
表
の
一

改
め
る
。

別
表
第
十
二
の
一
中
「
知
事

１
中
「
知
事
が
定
め
た
」
を
「

を
「
指
定
さ
れ
た
」
に
改
め
る

附

則

く
業
」
を
「
洗
濯
業
」
に
改
め

「
当
該
指
定
し
た
」
を
「
当
該

別
表
第
六
の
一
の
項
中
「
す

を
「
し
尿
処
理
施
設
」
に
、
「

改
め
、
同
表
の
四
の
項
中
「
す

を
「
指
定
さ
れ
た
」
に
改
め
る

別
表
第
八
の
１
の
一
の

の

第
八
の
１
の
一
の

の
表
の

山
口
県
規
則
第
十
四
号

山
口
県
公
害
防
止
条
例

山
口
県
公
害
防
止
条
例
施
行

う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
八
条
中
「
知
事
が
指

別
表
第
五
の
五
の
イ
中
「
気

ト
」
に
改
め
、
同
表
の
七
の
リ

規

山
口
県
公
害
防
止
条
例
施
行

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十

ら
施
行
す
る
。

の
１
の
四
の

中
「
知
事
が
指
定

の
備
考
４
中
「
日
本
工
業
規
格

の
１
の
五
の

中
「
知
事
が
指
定

の
項
及
び
二
の
項
中
「
お
お
わ
れ

が
指
定
し
た
」
を
「
指
定
さ
れ
た

定
め
ら
れ
た
」
に
改
め
、
別
表
第

。 、
同
表
の
備
考
中
「
知
事
が
指
定

指
定
さ
れ
た
」
に
改
め
る
。

べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、
同

す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
、
「
屎

べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、
同

。表
及
び

の
表
の
三
の
項
中
「
す

備
考
４
中
「
規
格
」
を
「
日
本

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

規
則
（
昭
和
四
十
八
年
山
口
県
規

定
し
た
」
を
「
指
定
さ
れ
た
」
に

ほ
う
コ
ン
ク
リ
ー
ト
プ
ラ
ン
ト
」

中
「
皮
は
ぎ
機
」
を
「
皮

ぎ
機

則

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

五
日

山
口

一

し
た
」
を
「
指
定
さ
れ
た
」
に

（
以
下
「
規
格
」
と
い
う
。
）
」

し
た
」
を
「
指
定
さ
れ
た
」
に

て
い
る
」
を
「
覆
わ
れ
て
い
る
」

」
に
改
め
、
同
表
の
一
の
表
の
備

十
二
の
二
中
「
知
事
が
指
定
し
た

し
た
」
を
「
指
定
さ
れ
た
」
に

表
の
三
の
項
中
「
屎
尿
処
理
施
設

尿
浄
化
槽
」
を
「
し
尿
浄
化
槽
」

表
の
備
考
中
「
知
事
が
指
定
し
た

べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、
別

工
業
規
格
（
以
下
「
規
格
」
と

則則
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

改
め
る
。

を
「
気
泡
コ
ン
ク
リ
ー
ト
プ
ラ

」
に
改
め
、
同
表
の
一
六
中
「
洗

こ
こ
に
公
布
す
る
。

県
知
事

二

井

関

成

改を改に考」 、」に」表い よンた

規

則



平

十

成 年 月 日 金曜日

山
海

次
の

山 口

二三四五

（定期）県 報

査
の

間
、

す
る

一

第 号

山
廃

項
の当

九

山
口
県
山
口
南
沿
岸
上
関

平
成
二
十
二
年
十
一
月
三
十
日

口
県
告
示
第
百
三
十
三
号

岸
保
全
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告

よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
五
日

代
表
者
の
氏
名

宇
田
川
憲
一

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の

周
南
市
開
成
町
四
五
五
五
番
二
四

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

焼
却
施
設

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て

汚
泥
、
廃
油
及
び
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ

申
請
年
月
日

結
果
を
記
載
し
た
書
類
は
、
平

山
口
県
周
南
環
境
保
健
所
及
び
周

。平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
五
日

申
請
者

名

称

東
ソ
ー
株
式

住

所

周
南
市
開
成

告

口
県
告
示
第
百
三
十
二
号

棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
産
業

該
申
請
書
及
び
当
該
設
置
を
す
る漁

港
海
岸
上
関
地
区
海
岸
に
関
す

示
（
昭
和
三
十
三
年
山
口
県
告

山
口
県
知

場
所

の
一
部
及
び
四
五
五
五
番
二
五

処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類

ク
類

成
二
十
三
年
三
月
二
十
五
日
か
ら

南
市
環
境
下
水
道
部
環
境
政
策

山
口
県
知

会
社

町
四
五
六
〇
番
地

示

法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第

廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許

こ
と
が
周
辺
地
域
の
生
活
環
境

る
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め

示
第
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を

事

二

井

関

成

の
一
部

同
年
四
月
二
十
五
日
ま
で
の

課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供

事

二

井

関

成

百
三
十
七
号
）
第
十
五
条
第
一

可
の
申
請
が
あ
っ
た
。

に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調

二
〇

基
点
一
九

二
一

基
点
二
〇

一
二

基
点
一
一

一
三

基
点
一
二

一
四

基
点
一
三

一
五

基
点
一
四

一
六

基
点
一
五

一
七

基
点
一
六

一
八

基
点
一
七

一
九

基
点
一
八

四

基
点
三
か

五

基
点
四
か

六

基
点
五
か

七

基
点
六
か

八

基
点
七
か

九

基
点
八
か

一
〇

基
点
九
か

一
一

基
点
一
〇

一
、
八
の
一
、
七
の

結
ん
だ
線
に
よ
っ
て

点
の
位
置

基
点一

熊
毛
郡
上

三
度
四
九
分

二

基
点
一
か

三

基
点
二
か

る
。

十
九

海
岸
の
名
称

山
口
県
山
口
南
沿

指
定
区
域

基
点
一
、
二
、
三

四
、
一
五
、
一
六
、

点
二
一
、
補
助
点
二

一
、
一
五
の
一
、
一

か
ら
〇
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
二
三
七

か
ら
三
五
一
度
二
五
分
〇
五
秒
一

か
ら
二
二
一
度
二
〇
分
五
七
秒
一

か
ら
一
六
七
度
三
九
分
四
〇
秒
一

か
ら
二
三
一
度
一
三
分
二
九
秒
九

か
ら
二
七
二
度
四
九
分
一
五
秒
二

か
ら
三
二
三
度
五
〇
分
三
五
秒
一

か
ら
一
九
度
四
九
分
一
五
秒
一
二

か
ら
三
四
三
度
一
九
分
五
五
秒
九

か
ら
二
度
四
四
分
〇
八
秒
八
九
・

ら
二
五
一
度
四
四
分
五
〇
秒
六
九

ら
三
〇
九
度
四
九
分
四
四
秒
六
四

ら
二
九
二
度
三
〇
分
一
七
秒
八
八

ら
三
四
一
度
五
八
分
一
三
秒
一
三

ら
三
三
七
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
二
二

ら
六
度
五
三
分
三
八
秒
一
二
二
・

ら
三
二
一
度
二
六
分
四
六
秒
二
三

か
ら
二
九
二
度
三
四
分
三
七
秒
四

一
、
六
の
一
、
三
の
一
、
二
の
一

囲
ま
れ
た
区
域

関
町
大
字
長
島
字
殿
後
一
四
八
番

五
〇
・
八
六
五
秒
東
経
一
三
二
度

ら
二
八
二
度
四
〇
分
五
七
秒
一
三

ら
二
六
一
度
一
九
分
五
二
秒
一
六

岸
上
関
漁
港
海
岸
上
関
地
区
海
岸

、
四
、
五
、
六
、
七
、
八
、
九
、

一
七
、
一
八
、
一
九
、
二
〇
、
二

一
の
一
、
二
〇
の
一
、
一
九
の
一

四
の
一
、
一
三
の
一
、
一
二
の
一・

〇
メ
ー
ト
ル
の
点

三
八
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

三
〇
・
七
メ
ー
ト
ル
の
点

〇
三
・
六
メ
ー
ト
ル
の
点

五
・
八
メ
ー
ト
ル
の
点

〇
八
・
四
メ
ー
ト
ル
の
点

五
五
・
二
メ
ー
ト
ル
の
点

四
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

九
・
八
メ
ー
ト
ル
の
点

四
メ
ー
ト
ル
の
点

・
七
メ
ー
ト
ル
の
点

・
四
メ
ー
ト
ル
の
点

・
四
メ
ー
ト
ル
の
点

二
・
八
メ
ー
ト
ル
の
点

一
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

三
メ
ー
ト
ル
の
点

一
・
一
メ
ー
ト
ル
の
点

一
・
二
メ
ー
ト
ル
の
点

、
一
の
一
、
基
点
一
の
各
点
を
順

地
の
三
四
の
標
鋲
の
位
置
（
北
緯

〇
六
分
五
九
・
九
九
六
秒
）

五
・
三
メ
ー
ト
ル
の
点

六
・
七
メ
ー
ト
ル
の
点

一
〇
、
一
一
、
一
二
、
一
三
、

一
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び

、
一
八
の
一
、
一
七
の
一
、
一
六

、
一
一
の
一
、
一
〇
の
一
、
九

二

次三 一基のの

告

示



平成 年 月 日 金曜日

山
道

路
のそ

に
お

山 口 県 （定期）報 第 号

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
五
日

２

方
位
は
、
真
方

口
県
告
示
第
百
三
十
四
号

路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百

区
域
を
変
更
す
る
。

の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
三
年

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

一
七
の
一

基
点
一
七
か

一
八
の
一

基
点
一
八
か

一
九
の
一

基
点
一
九
か

二
〇
の
一

基
点
二
〇
か

二
一
の
一

基
点
二
一
か

注

１

基
点
一
の
経

（
平
成
十
三
年
法

法
律
第
百
八
十
八

九
の
一

基
点
九
か
ら

一
〇
の
一

基
点
一
〇
か

一
一
の
一

基
点
一
一
か

一
二
の
一

基
点
一
二
か

一
三
の
一

基
点
一
三
か

一
四
の
一

基
点
一
四
か

一
五
の
一

基
点
一
五
か

一
六
の
一

基
点
一
六
か

補
助
点

一
の
一

基
点
一
か
ら

二
の
一

基
点
二
か
ら

三
の
一

基
点
三
か
ら

六
の
一

基
点
六
か
ら

七
の
一

基
点
七
か
ら

八
の
一

基
点
八
か
ら

山
口
県
知

位
と
す
る
。

八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の

三
月
二
十
五
日
か
ら
一
月
間
山

ら
八
四
度
五
三
分
一
一
秒
五
七

ら
九
一
度
一
九
分
三
六
秒
七
七

ら
一
〇
八
度
一
九
分
五
六
秒
八

ら
一
四
四
度
二
八
分
三
八
秒
一

ら
八
五
度
二
二
分
〇
四
秒
九
〇

緯
度
は
、
測
量
法
及
び
水
路
業
務

律
第
五
十
三
号
）
に
よ
る
改
正

号
）
第
十
一
条
の
基
準
に
従
っ

七
八
度
四
四
分
五
三
秒
三
九
・

ら
一
二
三
度
二
七
分
一
六
秒
一

ら
一
九
度
五
三
分
三
四
秒
九
三

ら
三
〇
六
度
一
〇
分
三
一
秒
六

ら
二
八
四
度
五
〇
分
一
九
秒
五

ら
三
三
九
度
三
七
分
五
一
秒
六

ら
三
五
九
度
二
七
分
一
〇
秒
四

ら
八
一
度
二
九
分
〇
三
秒
一
一

三
四
六
度
〇
一
分
〇
九
秒
四
二

三
四
九
度
四
五
分
一
四
秒
四
〇

三
四
〇
度
一
一
分
五
四
秒
三
九

六
〇
度
三
二
分
一
四
秒
三
九
・

六
七
度
二
五
分
三
五
秒
三
九
・

七
八
度
三
九
分
〇
六
秒
四
一
・

事

二

井

関

成

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課

・
二
メ
ー
ト
ル
の
点

・
四
メ
ー
ト
ル
の
点

〇
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

六
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

・
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

後
の
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年

て
測
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

〇
メ
ー
ト
ル
の
点

二
五
・
二
メ
ー
ト
ル
の
点

・
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

九
・
二
メ
ー
ト
ル
の
点

八
・
一
メ
ー
ト
ル
の
点

〇
・
八
メ
ー
ト
ル
の
点

〇
・
六
メ
ー
ト
ル
の
点

〇
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

・
二
メ
ー
ト
ル
の
点

・
六
メ
ー
ト
ル
の
点

・
九
メ
ー
ト
ル
の
点

六
メ
ー
ト
ル
の
点

七
メ
ー
ト
ル
の
点

二
メ
ー
ト
ル
の
点

で及
び

光
市
光
井
五
丁
目
一
一
二
六
の
二
地

道
路
の
区
域

区
光
市
光
井
四
丁
目
一
一
の
一
〇
地
先

同
市
同
町
一
九
三
四
の
六
地
先
ま
で

光
市
浅
江
二
丁
目
二
〇
一
二
の
一
地

ら同
市
花
園
二
丁
目
一
五
の
一
地
先
ま

光
市
花
園
二
丁
目
一
五
の
一
地
先
か

同
市
光
井
五
丁
目
一
一
二
六
の
二
地

区
光
市
浅
江
二
丁
目
二
〇
七
一
の
三
地

ら同
市
同
町
三
八
一
七
地
先
ま
で

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

光
柳
井
線

同
市
大
嶺
町
北
分
字
院
内
一
〇
九
九

地
先
ま
で

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

徳
山
光
線

道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

一
般
国
道

路

線

名

三
一
六
号

道
路
の
区
域

区
美
祢
市
大
嶺
町
北
分
字
境
目
九
二
五

地
先
か
ら

新

最
広

八
七
・
〇

先
か

間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

か
ら

旧

最
狭

一
二
・
四

最
広

四
六
・
〇

先
か

で
、

最
狭

一
九
・
八

最
広

三
二
・
〇

ら先
ま

最
狭

七
・
〇

間

旧
新
別

（
メ
ー
ト
ル
）

先
か

旧

最
狭

一
二
・
四

最
広

三
三
・
五

新

最
狭

一
二
・
四

最
広

二
八
・
三

の
二

新

最
狭

一
〇
・
〇

最
広

五
三
・
八

敷
地
の
幅
員

間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

の
一

旧

最
狭

八
・
五

最
広

四
七
・
九

三

三
、
七
二
六
・
八

域

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

九
三
六
・
五

三
八
五
・
八

起
点
の
変
更
及
び

道
路
改
良
工
事
の

完
了
に
よ
る
。

市
道
虹
ケ
丘
森
ケ

峠
線
の
道
路
の
区

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

八
九
・
一

八
九
・
一

道
路
改
良
工
事
の

完
了
に
よ
る
。

七
六
一
・
六

道
路
改
良
工
事
の

完
了
に
よ
る
。

延

長

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

七
七
三
・
三



平成 年 月 日 金曜日

山
道

路
のそ

に
お

山 口

路道
光ら同で

（定期）県 報

光同
道

第 号

ら同で
道路道口

県
告
示
第
百
三
十
五
号

路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百

供
用
を
開
始
す
る
。

の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
三
年

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
五
日

線

名

光
井
島
田
線

路
の
区
域

区

間

市
光
井
四
丁
目
一
九
八
一
の
二
地
先
か

市
光
井
五
丁
目
一
一
二
六
の
二
地
先
ま

区

間

市
島
田
一
丁
目
一
一
の
一
四
地
先
か
ら

市
島
田
四
丁
目
八
の
二
地
先
ま
で

路
の
種
類

県
道

市
光
井
四
丁
目
一
九
三
四
の
六
地
先
ま

路
の
種
類

県
道

線

名

光
玖
珂
線

路
の
区
域

山
口
県
知

八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の

三
月
二
十
五
日
か
ら
一
月
間
山

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延（
メ

旧

最
狭

六
・
五

最
広

一
七
・
〇

新

最
狭
最
広

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延（
メ

旧

最
狭

一
五
・
〇

最
広

三
五
・
六

新

最
狭

最
広

最
狭

六
・
五

最
広

二
六
・
〇

事

二

井

関

成

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課

長

ー
ト
ル
）

備

考

二
六
〇
・
〇

起
点
の
変
更
に
よ

る
。

長

ー
ト
ル
）

備

考

五
六
四
・
〇

起
点
の
変
更
に
よ

る
。

二
七
九
・
八

県
道
光
井
島
田
線

の
道
路
の
区
域

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十

と
お
り
公
有
水
面
の
埋
立
て
に

次
の
図
の
茶
色
で
着
色
し
た

号
の
区
域
を
除
く
。
）

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し

所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

山
口
県
告
示
第
百
三
十
七
号

山
口
県
告
示
第
百
三
十
六
号

柳
井
川
水
系
に
係
る
二
級
河

号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

区
域
と
一
体
と
し
て
管
理
を
行

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十

県

道

徳
山
光
線

光
市
浅
江
二
丁
目
二

同
市
同
町
一
二
〇
四

路
線
名

供

用

県

道

光
柳
井
線

光
市
浅
江
二
丁
目
二

同
市
花
園
二
丁
目
一

路
線
名

供

用

一
般
国
道

三
一
六
号

美
祢
市
大
嶺
町
北
分

同
市
大
嶺
町
北
分
字

路
線
名

供

用年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
二

関
す
る
工
事
の
し
ゅ
ん
功
を
認
可

山
口

部
分
に
該
当
す
る
土
地
の
区
域
（

、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築

る
。
）

川
黒
杭
川
に
つ
い
て
、
河
川
法

第
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に

う
必
要
が
あ
る
区
域
と
し
て
指
定

五
日 〇

七
一
の
三
地
先
か
ら

の
二
地
先
ま
で

開

始

の

区

〇
一
二
の
一
地
先
か
ら

五
の
一
地
先
ま
で

開

始

の

区

字
境
目
九
二
五
の
一
地
先
か
ら

院
内
一
〇
九
九
の
二
地
先
ま
で

開

始

の

区

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次

し
た
。

県
知
事

二

井

関

成

法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第

部
河
川
課
及
び
柳
井
土
木
建
築
事

（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十

よ
り
、
次
の
区
域
を
同
項
第
一
号

す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月

二
十
六
日

間

供
用
開
始
の
期
日

平
成
二
十
三
年
三
月

二
十
六
日

間

供
用
開
始
の
期
日

平
成
二
十
三
年
三
月

二
十
六
日

間

供
用
開
始
の
期
日

四

の 二務 七の



平成 年 月 日 金曜日 山 口 県 （定期）報 第 号

一

８
の
地
点

７
の
地
点
か
ら
二

９
の
地
点

８
の
地
点
か
ら
二

秒
東
経
一
三
一
度
四

か
ら
一
八
八
度
一
三

２
の
地
点

１
の
地
点
か
ら
二

３
の
地
点

２
の
地
点
か
ら
二

４
の
地
点

３
の
地
点
か
ら
二

５
の
地
点

４
の
地
点
か
ら
二

６
の
地
点

５
の
地
点
か
ら
二

７
の
地
点

６
の
地
点
か
ら
二

三
年
二
月
二
十
六
日
付
け
指
令

有
水
面
と
の
境
界
線
（

・

２

第
二
区

次
の

の
地
点
か
ら

の
地

成
四
年
八
月
二
十
五
日
付
け
指

水
面
と
の
境
界
線
（

・

・

満
潮
位
に
お
け
る
公
有
水
面
と

１
の
地
点

周
南
市
大
字
戸
田

接
す
る
市
道
桑
原
津
木
線
地
先

２

第
二
区

周
南
市
大
字
戸
田
字
桑
代
一

字
一
四
四
九
の
六
に
至
る
土
地

区
域

１

第
一
区

次
の
１
の
地
点
か
ら

の
地

成
二
十
一
年
秋
分
の
満
潮
位

う
。
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
五
日

埋
立
区
域

位
置

１

第
一
区

周
南
市
大
字
戸
田
字
荒
神
免

三
八
度
三
三
分
〇
七
秒
五
・
四

四
五
度
五
八
分
一
二
秒
五
・
四

二
分
五
八
・
〇
〇
九
五
秒
）
（

分
三
六
秒
一
、
二
三
七
・
七
二

二
〇
度
五
九
分
一
六
秒
一
〇
・

一
八
度
一
四
分
四
四
秒
七
・
八

一
七
度
二
一
分
四
六
秒
一
・
五

二
一
度
一
三
分
二
九
秒
五
・
四

二
八
度
五
〇
分
一
〇
秒
五
・
四

三
二
度
二
五
分
二
〇
秒
〇
・
七

港
湾
第
二
二
号
の
二
二
で
し
ゅ

・

＋
三
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
）
に

点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
、

令
港
湾
第
三
七
三
号
で
し
ゅ
ん

＋
三
・
〇
一
メ
ー
ト
ル
）
及
び

陸
地
と
の
境
界
線
に
囲
ま
れ
た

の
大
藪
三
等
三
角
点
（
北
緯
三

公
有
水
面

五
四
に
沿
接
す
る
道
路
に
沿
接

の
地
先
公
有
水
面

点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
、

（

・

・

＋
三
・
三
三
メ
ー
ト

陸
地
と
の
境
界
線
及
び
１
の
地

山
口
県
知

南
一
五
二
の
二
に
沿
接
す
る
道

二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

以
下
「
基
準
点
」
と
い
う
。
）

メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ん
功
認
可
さ
れ
た
埋
立
地
と
公

囲
ま
れ
た
区
域

の
地
点
と

の
地
点
を
結
ぶ
平

功
認
可
さ
れ
た
埋
立
地
と
公
有

の
地
点
と

の
地
点
を
結
ぶ

区
域

四
度
〇
四
分
一
五
・
一
九
九
二

す
る
市
道
桑
原
津
木
線
か
ら
同

の
地
点
と

の
地
点
を
結
ぶ
平

ル
）
（
以
下
「
満
潮
位
」
と
い

点
と

の
地
点
を
結
ぶ
平
成
十

事

二

井

関

成

路
か
ら
同
字
一
五
三
ま
で
に
沿

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

基
準
点
か

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

９
の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

の
地
点

か
ら
二
六
九
度
三
一
分
〇
八
秒
六

か
ら
二
六
九
度
〇
八
分
一
二
秒
五

か
ら
二
七
一
度
三
五
分
五
八
秒
二

か
ら
二
八
一
度
五
六
分
〇
九
秒
四

か
ら
二
七
九
度
二
八
分
一
二
秒
九

か
ら
二
七
六
度
四
七
分
一
六
秒
九

か
ら
二
七
三
度
三
五
分
〇
四
秒
九

か
ら
二
七
〇
度
四
六
分
〇
三
秒
八

か
ら
二
七
〇
度
〇
六
分
五
四
秒
一

か
ら
二
七
〇
度
〇
七
分
三
四
秒
一

か
ら
二
六
八
度
五
四
分
〇
〇
秒
一

か
ら
二
九
六
度
一
四
分
〇
四
秒
一

か
ら
二
九
二
度
二
四
分
〇
七
秒
九

か
ら
二
八
八
度
三
六
分
一
五
秒
一

か
ら
二
八
六
度
〇
五
分
一
九
秒
三

か
ら
二
八
五
度
二
六
分
二
〇
秒
五

か
ら
二
八
五
度
一
四
分
三
八
秒
六

か
ら
二
八
四
度
二
二
分
三
八
秒
四

か
ら
二
八
三
度
三
五
分
三
一
秒
三

か
ら
六
三
度
四
四
分
五
八
秒
七
七

ら
一
八
九
度
二
七
分
五
〇
秒
一
、

か
ら
二
八
五
度
二
三
分
一
三
秒
四

か
ら
二
九
四
度
五
二
分
五
〇
秒
五

か
ら
三
〇
〇
度
〇
九
分
三
七
秒
二

か
ら
三
〇
〇
度
五
六
分
四
三
秒
一

か
ら
三
〇
一
度
〇
〇
分
五
七
秒
一

か
ら
三
〇
〇
度
〇
九
分
三
二
秒
七

か
ら
二
五
四
度
二
三
分
五
二
秒
五

か
ら
二
五
九
度
一
六
分
三
三
秒
二

か
ら
二
六
一
度
〇
六
分
三
六
秒
三

か
ら
二
六
一
度
一
一
分
二
〇
秒
一

か
ら
二
六
三
度
三
四
分
一
九
秒
一

か
ら
二
七
一
度
一
一
分
〇
六
秒
四

か
ら
二
七
四
度
一
一
分
三
四
秒
五

五

・
一
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
八
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
七
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
八
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
七
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
八
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
七
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
三
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
四
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
・
一
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
二
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
・
一
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
五
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
九
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
二
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
六
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
九
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
一
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
八
〇
・
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
八
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
三
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
五
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
・
一
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
九
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
四
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
〇
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
四
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
・
二
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
九
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点



平

二

成 年 月 日 金曜日

日
か

課
に

一

山 口

（
七大

と
お当

（定期）県 報

三四五

第 号

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者

名

称

住

ら
同
年
七
月
二
十
五
日
ま
で
の
間

お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
五
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

（
仮
称
）
ド
ラ
ッ
グ

所
在
地

柳
井
市
柳
井
一
五
四

公

五
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

り
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届

該
届
出
及
び
経
済
産
業
省
令
で
定

関
係
図
書
を
閲
覧
で
き
る
市
町

周
南
市

認
可
を
受
け
た
者

周
南
市
岐
山
通
一
丁
目
一
番
地

周
南
市

周
南
市
長

島
津

幸
男

認
可
の
年
月
日

平
成
二
十
三
年
三
月
十
四
日

の
地
点

の
地
点
か
ら
三

面
積

１

第
一
区

一
九
九
・
三
九
平
方
メ
ー
ト

２

第
二
区

四
三
九
・
三
〇
平
方
メ
ー
ト

免
許
の
年
月
日
及
び
番
号

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
日

指
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表

所

、
山
口
県
商
工
労
働
部
商
政
課

。

山
口
県
知

在
地

コ
ス
モ
ス
柳
井
東
店

五
の
三

告

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条

出
が
あ
り
ま
し
た
。

め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
は

度
一
五
分
三
八
秒
二
・
四
八
メ

ルル令
平
二
一
港
湾
第
三
一
二
八
号

者
の
氏
名

代
表
者
の
氏
名

及
び
柳
井
市
経
済
部
商
工
観
光

事

二

井

関

成

出第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

、
平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
五

ー
ト
ル
の
地
点

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四

駐
車
場
の
自
動
車
の
出

三
箇
所

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い

午
前
零
時
か
ら
午
後
十

八

届
出
年
月
日

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一

（
七
六
）
県
営
宮
尾
地
区
た
め

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設

一
〇
立
方
メ
ー
ト
ル

七

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設

大
規
模
小
売
店
舗
に
お

氏

名

又

は

名

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品

来
客
が
駐
車
場
を
利
用

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

一
、
六
五
六
平
方
メ
ー
ト

六

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設

駐
車
場
の
収
容
台
数

六
五
台

駐
輪
場
の
収
容
台
数

六
台

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

七
七
平
方
メ
ー
ト
ル

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い

名
氏

名

又

は

名

称

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品

四

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十

五

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店

年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十

入
口
の
数

て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き

二
時
ま
で

日池
等
整
備
事
業
計
画
書
の
縦
覧

の
容
量

の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時

称

開午

す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
後
十
時
三
十
分
ま
で

ルの
配
置
に
関
す
る
事
項

福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁

て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は

住
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁

を
す
る
日

二
日

舗
面
積
の
合
計

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県

る
時
間
帯

刻
及
び
閉
店
時
刻

店
時
刻

閉
店
時
刻

前
一
〇
時

午
後
一
〇
時

目
一
〇
番
一
号

宇
野

正
晃

名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の

所

代
表
者
の
氏

目
一
〇
番
一
号

宇
野

正
晃

六

営 氏名

公

告



平成 年 月 日 金曜日

三
山

山 口 県

第
二

た
旨

一二

（定期）報

二三（
七測

第 号

宮
尾

規
定

一

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
五
日

作
業
の
期
間

平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
五
日
か

公

安

委

口
県
警
察
本
部
組
織
規
則
の
一
部

項
の
規
定
に
よ
り
、
防
衛
省
中
国

の
通
知
が
あ
り
ま
し
た
。

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
五
日

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

作
業
の
地
域

岩
国
市
牛
野
谷
及
び
山
陽
小
野
田

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
八
日
か

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

七
）
公
共
測
量
の
実
施
の
終
了

量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

地
区
た
め
池
等
整
備
事
業
を
行
う

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
五
日

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
宮
尾
地
区
た
め
池
等
整
備
事
業

山

ら
同
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

員

会

を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

四
国
防
衛
局
長
か
ら
次
の
と
お

山
口
県
知

市
大
字
埴
生

ら
同
年
四
月
十
八
日
ま
で

八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お

た
め
の
土
地
改
良
事
業
計
画
を

し
ま
す
。

山
口
県
知

計
画
書
の
写
し

口
県
公
安
委
員
会

布
す
る
。

り
公
共
測
量
の
実
施
を
終
了
し

事

二

井

関

成

い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の

事

二

井

関

成

ン
ス
ポ
ー
ツ
広
場
の
項
を
削
り

「
二
二
七
三
番
地
の
二
」
に
改

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十

山
口
県
公
安
委
員
会
規
則
第

風
俗
営
業
等
の
規
制
及

則

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業

委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部

別
表
第
一
山
口
県
大
島
青
年

七

山
口
県
暴
力
団
排
除

こ
と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業

こ
こ
に
公
布
す
る
。

え
る
。五

警
察
装
備
に
関
す
る

六

車
両
の
運
行
管
理
及

七

職
員
の
支
給
品
及
び

第
四
条
第
一
項
警
務
課
に
関

十
一
号
と
し
、
同
条
第
三
項
組

号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
一
号

め
、
同
号
を
同
部
分
第
八
号
と

山
口
県
公
安
委
員
会
規
則
第

山
口
県
警
察
本
部
組
織

山
口
県
警
察
本
部
組
織
規
則

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
六
項
中
「
、
警
務

第
四
条
第
一
項
会
計
課
に
関

、
同
表
山
口
県
ふ
れ
あ
い
パ
ー
ク

め
、
同
表
宇
部
市
青
少
年
研
修
セ

五
日三

号

び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
条

務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
条
例
施

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

の
家
の
項
、
山
口
県
萩
青
年
の
家

条
例
（
平
成
二
十
二
年
山
口
県
条

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
条
例
施

こ
と
。

び
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

貸
与
品
に
関
す
る
こ
と
。

す
る
部
分
中
第
十
一
号
か
ら
第
十

織
犯
罪
対
策
課
に
関
す
る
部
分
中

ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
部
分
第
七
号

し
、
同
部
分
第
六
号
の
次
に
次
の

二
号

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
昭
和
二
十
九
年
山
口
県
公
安
委

部
会
計
課
に
会
計
監
査
室
を
」
を

す
る
部
分
中
第
五
号
を
第
八
号
と

七

の
項
中
「
二
二
七
二
番
地
の
二
」

ン
タ
ー
の
項
を
削
る
。

山
口
県
公
安
委
員
会

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

行
規
則
（
昭
和
六
十
年
山
口
県
公

の
項
及
び
山
口
県
長
者
ケ
原
グ
リ

例
第
三
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三
号
ま
で
を
削
り
、
第
十
四
号
を

第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第

中
「
前
二
号
」
を
「
前
三
号
」
に

一
号
を
加
え
る
。

員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次

削
る
。

し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
三
号
を

を 規安ー るを 第八改 の加

公

安

委

員

会



平
成
二

平
成
二

平

表

成 年 月 日 金曜日

表
「
大

警
察

に
改

山 口

え
る

山
交

山
口

か
ら

（定期）県 報

山
交

山
口表

「
、

第 号

別
中
級こ

口
県

平
成十

三
年
三
月
二
十
五
日
印
刷

十
三
年
三
月
二
十
五
日
発
行

山
口
県
美
祢
警
察
署
の
部
別
府
警

山
口
県
山
陽
小
野
田
警
察
署
の

休
団
地
、
新
有
帆
町
、
共
和
台
、

官
駐
在
所
の
項
を
削
り
、
同
表
山

め
る
。

秋
芳
北
警
察

官
駐
在
所

美
祢
市
秋
芳

町
嘉
万

美
祢

。
口
県
公
安
委
員
会
告
示
第
十

番
そ
の
他
の
派
出
所
及
び
駐
在
所

県
公
安
委
員
会
告
示
第
六
十
三
号

施
行
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
五
日

口
県
公
安
委
員
会
告
示
第
十

番
そ
の
他
の
派
出
所
及
び
駐
在
所

県
公
安
委
員
会
告
示
第
六
十
三
号

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
五
日

山
口
県
宇
部
警
察
署
の
部
宇
部

厚
南
北
一
丁
目
、
厚
南
北
二
丁
目

表
第
一
の
二
山
口
朝
鮮
初
・
中
級

学
校
」
に
改
め
る
。

附

則

の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

萩
青
年
の
家
の
項
及
び
山
口
県
長

二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

発
行
所

山

口

発
行
人

山
口
県

察
官
駐
在
所
の
項
を
削
る
。 山

部
小
野
田
駅
前
交
番
の
項
所
管
区

」
を
加
え
、
「
（
字
萩
森
に
限

口
県
美
祢
警
察
署
の
部
嘉
万
警

市
の
う
ち
秋
芳
町
青
景
、
秋
芳
町
嘉
万

四
号の

名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

三
号の

名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正山

駅
前
交
番
の
項
所
管
区
の
欄
中

、
厚
南
北
三
丁
目
、
厚
南
北
四

学
校
の
項
中
「
山
口
朝
鮮
初
・

す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
山

者
ケ
原
グ
リ
ー
ン
ス
ポ
ー
ツ
広

る
。

県

庁
知
事

口
県
公
安
委
員
会

の
欄
中
「
の
う
ち
」
の
下
に

る
。
）
」
を
削
り
、
同
部
有
帆

察
官
駐
在
所
の
項
を
次
の
よ
う

、
秋
芳
町
別
府

関
す
る
告
示
（
昭
和
四
十
一
年

し
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日

関
す
る
告
示
（
昭
和
四
十
一
年

す
る
。

口
県
公
安
委
員
会

「
西
宇
部
南
四
丁
目
」
の
下
に

丁
目
、
厚
南
北
五
丁
目
」
を
加

中
級
学
校
」
を
「
山
口
朝
鮮
初

口
県
大
島
青
年
の
家
の
項
、
山

場
の
項
を
削
る
改
正
規
定
は
、

三

場
所

サ
ン
デ
ン
交
通
株
式
会
社

全
職
場

四

概
要

あ
ら
ゆ
る
形
の
争
議
行
為

一

事
件賃

金
引
上
げ
の
要
求
に

一
時
金
の
要
求
に
関
す

労
働
条
件
の
改
善
の
要

諸
手
当
の
改
善
の
要
求

二

日
時

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十

雑

争
議
行
為
の
通
知

労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二

ン
デ
ン
交
通
労
働
組
合
か
ら
、

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十

に
お
い
て
サ
ン
デ
ン
交
通
労
働
組

を
実
施
す
る
。

山
口

関
す
る
件

る
件

求
に
関
す
る
件

に
関
す
る
件

五
日
以
降
本
問
題
の
解
決
に
至
る

報

十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
三

次
の
と
お
り
争
議
行
為
を
行
う
旨

五
日

合
に
所
属
す
る
組
合
員
が
従
事
す

県
知
事

二

井

関

成

ま
で
の
期
間

十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

の
通
知
が
あ
り
ま
し
た
。

八

る サ

雑

報


